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• 自前の証明発行サーバは構築不要。
５カ月程度の短期間で導入可能

自前の証明発
行SVが不要

• コンビニ交付の証明発行機能が1通180円で利用可能
• 人口３万人未満の市及び町村は運営負担金を減額

運用経費が安
い

• ５年間の構築・運用経費が従来比４割～７割安い
• さらに、特別交付税措置で負担を大幅圧縮

導入運用経費
が安い

• 導入時や法改正対応時等のシステム改修に係る職員の負担
を軽減

職員負担を軽
減

• 証明書交付の９割を占める住民票の写しと印鑑登録証
明書のコンビニ交付サービスが利用できる

• 令和５年度から税証明書のコンビニ交付が利用可能に
• いずれの証明書も国の標準仕様に準拠

費用対効果を
大幅UP

• 住民情報データのバックアップで、リカバリ可能。
• クラウド型被災者支援システムとセットで安心

• 証明書交付センターシステムは東西２センター化で大規模
災害時も運用継続安全安心

自治体基盤クラウドシステム(BCL)のご案内

1

BCLのメリット

被災者
支援
システム

住民情報

団体 自治体基盤
クラウドシステム

コンビニ
交付
サービス

詳細は、自治体基盤クラウドシステム（J-LIS）サイトをご確認ください。
https://www.j-l is.go.jp/rdd/card/bcl/page/

自治体基盤クラウド
システム(BCL)

コンビニ

証明発行

機能

コンビニ

証明発行

機能

被災者
支援
システム
機能

被災者
支援
システム
機能

2023年4月現在 125 団体利用中
住民情報データを連携するだけで

コンビニ交付とクラウド型被災者支援
システムが利用できる

住民情報

https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bcl/page/
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自治体基盤クラウドシステム(BCL)機能概要
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・市町村の住民情報データを自治体基盤クラウドに連携 ⇒大規模災害時のＢＣＰ対策に
・自治体基盤クラウド内でコンビニ証明発行機能に連携 ⇒コンビニ交付サービス利用
・自治体基盤クラウド内でクラウド型被災者支援システム機能に連携 ⇒被災者支援システム利用

参加市町村（A町）

住民情報システム

住民情報 連携用
データ

C市

B村

管理端末

連携AP

自治体基盤クラウドシステム（BCL)

連携AP 住民情報

中間DB

クラウド型
被災者支援システム

住民情報

コンビニ証明発行

データ連携

証明書交付
センター

LGWAN

証明書情報
(住・印・税)

コンビニエンス
ストア等

証明書
PDF
証明書
PDF

住民情報バックアップの保管

⇒ＢＣＰ対策

被災者支援システム提供

⇒災害への備え

自治体基盤クラウドは東西２センター化を実現

⇒大規模災害でも安心

連携APサーバ経由で住民情報バック

アップを送り出すだけ

⇒証明発行サーバが不要、法改正対応

の際には原則自治体基盤クラウド側

で試験を実施するので運用が楽

コンビニ交付サービス提供

（罹災証明書含む）

※書式は標準フォーマット
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ＢＣＬ導入要件

3

参加市町村（A町）

LGWAN

自治体基盤クラウドシステム（BCL)

連携AP

住民情報システム

住民情報
連携用
データ

クラウド型
被災者支援システム

住民情報
証明書情報
(住・印・税)

PDF
証明書
PDF

コンビニエンス
ストア等

C市

B村

住民情報

コンビニ証明発行

証明書交付
センター

中間DB

管理端末
データ連携

1)住民情報連携
用データ作成

（既存住基改修）

コンビニ証明発行
機能の制御等

（ＬＧＷＡＮ接続端末）

団体側でご用意又は試験を実施いただくポイント

連携AP

2)住民情報データをＢＣＬ
に連携するＡＰ構築
（連携ＡＰサーバ構築）

ＢＣＬ導入にあたっては、以下の対応が必要となります。

１） 既存住基システムの改修（住民情報を取り出し連携用データ生成）
２） 連携用データをBCLに送るための連携ＡＰサーバ構築（連携ＡＰはＪ－ＬＩＳが用意）
３-1） データ連携試験（ＢＣＬにデータ連携できていることを確認）
3-2） 工程試験（コンビニ交付サービスの実店舗試験等）

3-2)証明発行機能
にデータが連携され、
コンビニ交付が利用
できること

3-1)住民情報データがＢＣＬ
に連携されていることを確認

地方公共団体向け参考資料
・データ連携インタフェース仕様書
・構築手引書
・本番セットアップ作業手引書
・【自治体基盤クラウドシステム】通信要件 等
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ＢＣＬ導入に係る経費・利用料
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■BCLコンビニ交付証明発行機能利用料

１通当たり 180円

※ BCL住民情報データバックアップ機能利用料を含みます。

※ BCL住民情報データバックアップ機能を単体で御利用いただくことはできません。
必ずコンビニ交付サービス等とセットで御利用いただく必要がございますのでご了承
ください。

導入経費（千円）※

６,000千円～1６,000千円 程度

■BCL（コンビニ交付）導入経費

※ 令和２年度総務省実証（小規模団体向けクラウド基盤構築によるコンビニ交付導入促進）時の参加団体経費実績より

※ 市区町村のシステム構成や、住基ベンダの単価等により導入経費には幅があります。
BCL導入検討に必要なシステム仕様は資料提供申込後に閲覧できるBOS（業務運用
システム）にて公開しておりますので、具体的なBCL導入費用は住基ベンダに見積もり
を依頼してください。
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コンビニ交付の利用料（BCL利用の場合）
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BCL利用団体
（令和５年度以降）

コンビニ交付
利用団体

市区町村の区分

9,879,630円9,879,630円人口100万人以上政令市

7,842,593円7,842,593円人口100万人未満

4,787,037円4,787,037円人口15万人以上市・特別区

2,728,000円2,728,000円人口5万人以上15万人未満

2,218,741円2,218,741円人口３万人以上5万人未満

1,873,259円2,218,741円人口３万人未満

345,481円690,963円町村

※ 新規参加年度について、参加月数に基づく月割計算にて負担金を算出。

＜参考＞運営負担金の主な用途
- 証明書交付センターシステム設備等賃借料・保守費
- 証明書交付センター運営費
- セキュリティ技術使用料

■運営負担金（１年度あたり税込額）

■コンビニ事業者等への委託手数料 １通当たり 117円

BCLの証明発行機能を利用したコンビニ交付サービスの利用にあたり、下記の利用料負担が発生いたします。
小規模市町村向けに運営負担金の減額があります。
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【参考】コンビニ交付・BCLの導入に係る地方財政措置

①令和５年度以降のコンビニ交付・BCLの導入経費は、以下の特別交付税措置の対象

特別交付税措置 概要項目

令和５年度～令和７年度適用期間

0.7 ※財政力補正あり措置率

導入経費適用範囲

･市町村システムの改修（証明発行サーバの整備）費用
・郵便局等への端末設置費用

②コンビニ交付・BCLの運用経費は、普通交付税の「地域デジタル社会推進費」のマイナン
バーカード利活用特別分を活用可能。

上記補助金の所管：総務省自治行政局住民制度課
※適用対象の詳細や申し込みについては、県を通じて総務省へお問い合わせください。

6

普通交付税措置 概要項目

令和５年度５００億円程度（市町村分）算定額

基準財政需要額の算定項目「地域デジタル社会推進費」において、マイ
ナンバーカードを利活用した住民サービス向上のための地域のデジタ
ル化の取組に要する経費を算定

算定項目

マイナンバーカードの交付率が高く、マイナンバーカードを利活用した取
組に係る財政需要が多く生じると想定される市町村の経費をマイナン
バーカードの交付率に応じて割増し

算定方法
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BCL導入の流れ（導入スケジュール例）
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検討開始 サービス開始３か月前４か月前５か月前 １か月前２か月前

関
連
資
料
提
供
の

申
込
書
、
機
密
保
持
誓
約
書
の
提
出

当
機
構
へ
の
申
請
関
係

シ
ス
テ
ム
構
築
・
試
験
関
係

手
引
書
、
仕
様
書
等
の
検
討
資
料
を

入
手

団
体
内
手
続
き

導
入
検
討

既存住基システムの改修
連携APサーバの構築

工程２試験
（団体とセンター間の連
携テスト）

工程３試験
（各事業者環境での団体と
センタ間の連携テスト）

業
務
運
用
試
験

実
店
舗
試
験
注

＜BCLシステム連携試験＞
連携APサーバ-BCLクラウドセンター間の住民情報連携試験

＜コンビニ交付工程試験＞
１．システム確認試験【工程１】

事前評価ツールを利用したテスト ⇒不要
２．システム確認試験【工程２】

LGWANを介した擬似評価環境での証明書発行テスト

３．システム確認試験【工程３】

コンビニ事業者等のテスト端末での証明書発行テスト
⇒原則証明書交付センターで代理印刷、団体が内容確認

４．業務運用試験
BCL障害発生時の対応業務確認

５．システム確認試験【実店舗試験】
実店舗での証明書発行テスト

・個人情報保護観点の整理
・交付手数料減額の条例制定 (※手数料減額が可能な場合)
・印鑑条例の制定（※印鑑登録証明書を交付する場合）
・交付手数料精算手続き確認
・住民情報のBCP（業務継続計画）対策検討
・被災者支援システムの運用検討（※クラウド型被災者支援
システム導入の場合）
など

予
算
計
上

（申請後５カ月程度）

注）コンビニ交付の実店舗試験においては、サービス開始後と同様の精算が必要となり、交付通数に応じた支出（コンビニ事業者への委託手数料、BCL証明発行利用
料）及び収入（交付手数料－委託手数料）が発生します。あらかじめ予算措置を講じてください。

※ BCL証明発行利用料については、年度末に一括で精算させていただく予定ですので、ご了承ください。

自治体基盤クラ
ウドシステム／
証明書等自動交
付サービス契約
約款締結

自治体基盤クラ
ウド（BCL）サー
ビス参加申込

システム連携
試験（住民情報
連携試験）

証明書等自動交
付（コンビニ交
付）サービス参
加申込
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コンビニ交付の概要
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証明書交付
センター

コンビニ事業者等 地方公共団体

キオスク端末
（※1）

住民

(7) 手数料の納付

(8) 証明書の印刷

(1) 証明書の申請
(4) 住所地に対して
申請情報の送信

マイナンバーカード
の利用

普通紙の利用
（コピー用紙）

従業員等を介さず交付
（住民がキオスク端末を操作）

マイナンバーカード

手数料支払い

(2) 申請情報の送信

(6) 証明書情報、
偽造防止情報の送信

 
 

住 民 票 （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 

２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭

者 
 

 現

住

所 
 

異

動

日  

 備

考  

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭

者 
 

 現

住

所 
 

異

動

日  

 備

考  

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭

者 
 

 現

住

所 
 

異

動

日  

 備
考  

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭

者 
 

 現

住

所 
 

異

動

日  

 
備

考  

印 

住所地に接続

専用回線 LGWAN

PDFPDF PDF

PDF・ 自動交付機の
延長線上で実現
⇒全国5.6万店舗
が自動交付機に

・ 利用時間は
6︓30～23︓00
(市区町村ごとに設定)

取り忘れ対策

J-LISが
構築・運用

団体とｺﾝﾋﾞﾆ事業者
等にｼｽﾃﾑ仕様や参加
要件を示し、相互の接
続試験やｷｵｽｸ端末の
ｾｷｭﾘﾃｨﾁｪｯｸを実施

PDF

証明発行サーバ

既存住基

証明書
記載用
情報

偽造防止情報作成
（うら面データ）

証明書情報作成
（おもて面データ）

(5) 証明書情報の送信
（PDF）

(3) （※2）
有効性検証

公的個人認証
サービスセンター

(※1) 不特定多数の人が、タッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、さまざまなサービスを利用したりすることができる端末装置。
(※2) マイナンバーカードで公的個人認証方式利用の場合。

全国共通の仕様が必
須であり、マイナンバー
カードでないと実現困
難

お住まいの市区町村でなくても「いつでも・どこでも・す
ぐに」ワンストップで証明書等を受け取ることが可能

事業者が設置したキオスク端末を活用することによって、
行政サービスをより一層効率的に提供することが可能
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BCL経由のコンビニにおける証明書等の交付の概要

Ｂ市
専用
回線

広域交付
サーバ等

証明発行
機能

中
継
シ
ス
テ
ム

コンビニ等
店舗

キオスク
端末

専
用
回
線

コンビニ事業者等

証明書交付センター
(J-LISが構築・運用)

地方公共団体

マイナンバーカード

うら面に偽造防止及び改ざん
防止対策の画像を印刷

住民

住民票の写し
印鑑登録証明書
各種税証明書

住民

情報

広域交付インタフェース準拠
J-LISの規定する 「広域交付

システムインタフェース仕様」準拠

証明書の画像
（ＰＤＦデータ）を作成

 
 

住 民 票 （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 

２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本
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生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭

者 
 

 現

住

所 
 

異

動

日  

 
備

考  

印 

PDFPDF

PDFPDF

PDF
PDF

PDF

普通紙に印刷

通信を
暗号化

EC
センター

通信を
暗号化
通信を
暗号化 Ａ市

LGWAN

BCL

マイナンバーカード
内の情報に基づき
住所地のシステム
と接続(振分)

手数料支払い

J-LIS

利用者証明用
電子証明書の
有効性検証の

実施

公的個人認証方式

複製防止、改ざん
防止情報を追加

公的個人認証
サービスセンターキオスク

端末事業者店舗事業者

J-LIS
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らくらく窓口証明書交付サービス

10



被災者支援
システム
未導入

クラウド型被災者支援システム

住民基本台帳

避難所入退所管理
(マイナンバーカード利用の機能

を一部実装)

X社製
被災者支援
システム

A町

B市

被災者台帳

オンライン申請
（マイナポータル利用）

被災情報
（住家の被害等）

・平時からの住民記録のバック
アップデータの確保により、
庁舎被災時の業務継続が可能

コンビニ交付

①被災者支援システム機能

住民情報
（住所、氏名、年齢等）

避難所受付

被災者台帳機能

窓口・郵送での
受付・交付にも対応

データ連携

・クラウドの利用により、導入や
運用に係るコストを低減 ・援護の実施状況等の確認 等

被災者台帳の活用による
・被災状況に応じた

援護対象者の抽出
・被災者の被害状況・居所等の共有
・援護の実施状況等の確認 等

避難所関連機能

避難行動要支援者関連機能

②オンライン申請・コンビニ交付等機能

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画等の
作成・更新促進（※）

・災害時の支援の迅速化等

・避難所運営管理の効率化(※)

の申請が可能
・自宅や遠隔地から被災者支援手続
の申請が可能により、密を回避

・コンビニエンスストアでの
罹災証明書・被災証明書の交付
により、密を回避

データ連携も可能
・導入済みの既存システムとの
データ連携も可能

証明書等
発行機能

クラウド型被災者支援システムの全体像

※令和３年度に開発し、令和４年度
より運用開始。
一部機能は令和４年度以降に開発
予定。
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【参考】市町村側システム構築に係る経費と特別交付税措置

12

５年間のシステム導入・運用保守等に係る総経費証明発行SV用意時BCL利用時

人口
市
町
村

総経費
減額割合

(⑥-⑦)/⑦

総経費
差額

⑥-⑦

5年間総経費
（自前で証明発
行SV用意）

⑦

5年間総経費
（BCL）

⑥

システム
運用経費

⑤

システム
導入経費

④

初年度
システム
経費
③

システム
運用保守
経費
②

システム
導入経費

①

▲60%▲22,95338,21115,2583,29917,8688,9969787,9915千人

町
村

▲62%▲26,45842,50716,0493,54220,5578,8189787,78610千人

▲72%▲44,15461,12116,9676,60923,0517,7979786,71120千人

▲46%▲24,30553,29928,9933,78520,92310,5059139,43030千人

市
・
特
別
区

▲47%▲31,26366,44735,1845,11125,87110,7419139,55850千人

▲69%▲126,189182,11755,92726,93425,95516,6481,562１4,546100千人

▲48%▲106,408222,637116,22919,00980,10224,1202,50020,000300千人

▲39%▲100,275256,367156,09222,72279,56325,2002,50020,000500千人

金額：千円

※②システム運用保守経費は、BCLの証明発行機能利用料、コンビニ事業者への委託手数料並びに運営負担金は含まれておりません。

<BCLシステム導入・運用経費及びコンビニ証明発行機能利用経費試算＞

※BCL側は令和２年度総務省実証時のデータを、自前で証明発行サーバを用意した場合の数値は過去のアンケートからの試算となりますので、
実際の金額は各住基ベンダ等に見積りを取ってご確認ください。


